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 介護報酬について  

◆介護報酬の基準について（加算及び減算の算定要件）  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

◎ 同一建物減算 

【基準】  

注５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在す

る建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しく

は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の建

物（以下「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における１月当

たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物

に居住する利用者を除く。）に対して、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき 600 単位を所

定単位数から減算し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に

50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき

900単位を所定単位数から減算する。  

【解釈通知】  

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と同一の敷地

内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所と同一の建物（同一敷地内建物

等）に居住する利用者に対する取り扱い  

① 同一敷地内建物等の定義  

注５における「同一敷地内建物等」とは、当該指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所と構造上又は外形上、一体的

な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と建築物が道路等を挟

んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち効率的

なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、

一体的な建築物として、当該建物の１階部分に指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所がある場合や当該建物と渡り

廊下で繋がっている場合などが該当し、同一の敷地内若しく

は隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建

築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当する

ものであること。  

② 当該減算は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能

であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算

の適用については、位置関係のみをもって判断することがな

いよう留意すること。具体的には、次のような場合を一例と

して、サービス提供の効率化に繋がらない場合には、減算を

適用すべきではないこと。  

（同一敷地内建物等に該当しないものの例）  

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する

場合  

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てら

れており、横断するために迂回しなければならない場合 

③ 同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業者と異なる場合であって

も該当するものであること。  

④ 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義  
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イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における

当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者

が50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものであ

る。  

ロ この場合の利用者は、１月間（暦月）の利用者数の平均を

用いる。この場合、１月間の利用者の数の平均は、当該月に

おける１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、

当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算

定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。   

 

◎ 通所系サービス及び短期入所系サービスを利用した場合の取扱い 

【基準】  

通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション、地域

密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護）を受けてい

る利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を行った場合、通所系サービスを利用した日数に、１日当た

り次に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数から減

算する。  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）の所定単位数を

算定する場合  

要介護１ 62単位／日  

要介護２ 111単位／日  

要介護３ 184単位／日  

要介護４ 233単位／日  

要介護５ 281単位／日  

また、利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しく

は特定施設入居者生活介護又は夜間対応型訪問介護、小規模

多能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特

定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護は、算定しない。  

【解釈通知】  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者が、通所系サー

ビス（通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所

介護若しくは認知症対応型通所介護）又は、短期入所系サー

ビス（短期入所生活介護若しくは短期入所療養介護、短期利

用認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護（短

期利用居宅介護費を算定する場合に限る。）、短期利用特定

施設入居者生活介護、地域密着型短期利用特定施設入居者生

活介護若しくは看護小規模多機能型居宅介護（短期利用居宅

介護費を算定する場合に限る。））を利用した場合の取扱い

については、次のとおりとする。  

①通所系サービス利用時  

所定単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に基準

に定める単位数を乗じて得た単位数を減じたものを、当該月

の所定単位数とする。  

②短期入所系サービス利用時  

短期入所系サービスの利用日数に応じた日割り計算を行う。

具体的には、当該月の日数から、当該月の短期入所系サービ

スの利用日数（退所日を除く。）を減じて得た日数に、サービ

スコード表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）又

は（Ⅱ）の日割り単価を乗じて得た単位数を、当該月の所定

単位数とする。  

 

◎初期加算 

【基準】  

初期加算 30単位／日  

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した日

から起算して 30日以内の期間については、初期加算として、

１日につき所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診
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療所への入院の後に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の利用を再び開始した場合も、同様とする。  

 

◎ 総合マネジメント体制強化加算 

【基準】  

総合マネジメント体制強化加算 1,000単位／月  

厚生労働大臣が定める基準(※１)に適合しているものとして

市長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質を継続的

に管理した場合は、１月につき所定単位数を加算する。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

次のいずれにも該当すること。  

イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変

化に応じ、随時、計画作成責任者、看護師、准看護師、介護

職員その他の関係者が共同し、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画の見直しを行っていること。  

ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設

に対し、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が提

供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。  

【解釈通知】  

① 総合マネジメント体制強化加算は、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所において、定期巡回サービス、随時

対応サービス及び随時訪問サービス並びに訪問看護サービス

を適宜適切に組み合わせて、利用者にとって必要なサービス

を必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の

継続を支援するために、計画作成責任者、看護師、准看護師、

介護職員その他の関係者が、日常的に共同して行う調整や情

報共有等の取組を評価するものである。  

② 総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれにも

該当する場合に算定する。  

イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について、利用者

の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、計画作

成責任者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共

同し、随時適切に見直しを行っていること。  

ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護が地域に開かれたサー

ビスとなるよう、地域との連携を図るとともに、地域の病院

の退院支援部門、診療所、介護老人保健施設その他の関係施

設に対し、事業所において提供することができる具体的なサ

ービスの内容等について日常的に情報提供を行っているこ

と。  

【QA】  

○ 総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者が共同して個別サービス計画の見

直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス

計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。  

（答） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービ

スを随時・適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看

護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコ

スト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するものである。  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるもの

であるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわるこ

とで足りるものである。  

また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、

日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の

意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加

算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。  
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○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報

提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。  

（答） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、適時・適切にサ

ービス提供をすることが求められるサービスであり、病院、診療所等に対し、日常的に情報提供等を行うことにより連携を図

ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、

事業所と病院、診療所等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。  

なお、情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるもの

であり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成することは要しない。 

 

◎ 生活機能向上連携加算 

【基準】  

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位／月  

計画作成責任者、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実

施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、当該定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月に、

所定単位数を加算する。  

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位／月  

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実

施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リ

ハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問す

る際に計画作成責任者が同行する等により、当該医師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等

の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した場合であ

って、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と

連携し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づ

く指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、

初回の当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われ

た日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位数を加算

する。ただし、生活機能向上連携加算（Ⅰ）を算定している

場合は算定しない。  

【解釈通知】  

①  生活機能向上連携加算（Ⅱ）について  

イ 「生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画」とは、利用者の日常生活において介助等を必

要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行うの

みならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可

能な限り自立して行うことができるよう、その有する能力及

び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、訪問介護員

等が提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容

を定めたものでなければならない。  

ロ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当た

っては、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハ

ビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施してい

る医療提供施設（病院にあっては、認可病床数が200床未満の

もの又は当該病院を中心として半径４キロメートル以内に診

療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下、「理学療法士等」

という。）が利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が

同行する又は当該理学療法士等及び計画作成責任者が利用者

の居宅を訪問した後に共同してカンファレンス（サービス担

当者会議として開催されるものを除く。）を行い、当該利用

者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、

排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管理。服薬

状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画

作成責任者が共同して、現在の状況及びその改善可能性の評

価（以下（「生活機能アセスメント」という。）を行うものと

する。  

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施

設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の

届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施
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設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。  

ハ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、生活機

能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮

らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければ

ならない。  

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おう

とする行為の内容  

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について

定めた３月を目途とする達成目標  

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目

標  

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介

助等の内容  

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利

用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定するとと

もに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利用

者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活

行為の回数や当該生活行為を行うために必要となる基本的な

動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値を用い

る等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定する

こと。  

ホ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び当該計画

に基づく訪問介護員等が行う指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の内容としては、例えば次のようなものが考えられ

ること。  

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利

用する（１月目、２月目の目標として座位の保持時間）」を

設定。  

（１月目）訪問介護員等は、週２回の訪問の際、ベッド上で

体を起こす介助を行い、利用者が５分間の座位を保持してい

る間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守

り及び付き添いを行う。  

（２月目）ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を

行い、利用者の体を支えながら排泄の介助を行う。  

（３月目）ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動す

る際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を

行う（訪問介護員等は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護提供時以外のポータブルトイレの利用状況等について確

認を行う）。  

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの定期巡回・随時対応型訪
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問介護看護計画に基づき提供された初回の指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供日が属する月を含む３月を限度

として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定し

ようとする場合は、再度ロの評価に基づき定期巡回・随時対

応型訪問介護看護計画を見直す必要があること。なお、当該

３月の間に利用者に対する指定訪問リハビリテーション又は

指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合であっ

ても、３月間は本加算の算定が可能であること。  

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合

いにつき、利用者及び理学療法士等に報告し、必要に応じて

利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言を

得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハの

ｂの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。  

② 生活機能向上連携加算（Ⅰ）について  

イ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）については、①ロ、ヘ及びト

を除き①を適用する。本加算は、理学療法士等が自宅を訪問

せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適

切に把握した上で計画作成責任者に助言を行い、計画作成責

任者が助言に基づき①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過

後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報

告することを定期的に実施することを評価するものである。  

ａ ①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当

たっては、理学療法士等は、当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤ

Ｌに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業

所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーシ

ョンを実施している医療提供施設の場において把握し、又は

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者

と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いて把握

した上で、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の計画作成責任者に助言を行うこと。  

なお、ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話を用いる場合にお

いては、理学療法士等がＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者

の状況について適切に把握することが できるよう、理学療法

士等と計画作成責任者で事前に方法等を調整するものとす

る。  

ｂ 当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成

責任者は、ａの助言に基づき、生活機能アセスメントを行っ

た上で、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作

成を行うこと。なお、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護
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看護計画には、ａの助言の内容を記載すること。  

ｃ 本加算は、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

に基づき指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した

初回の月に限り、算定されるものである。なお、ａの助言に

基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場

合には、本加算を算定することは可能であるが、利用者の急

性増悪等により定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見

直した場合を除き、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供し

た翌月及び翌々月は本加算を算定しない。  

ｄ ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療

法士等に報告すること、なお、再度ａの助言に基づき定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加

算の算定が可能である。  

【QA】  

○ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該

利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのような

ものか。  

（答） 具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事業所のサービス提

供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等

に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することが考えられる。  

 

◎ サービス提供体制強化加算 

【基準】  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 640単位／月  

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成

し、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予

定していること。  

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を

定期的に開催していること。  

③ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全

ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康

診断等を定期的に実施すること。  

④ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪

問介護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が40/100以上又

は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程

修了者の占める割合が60/100以上であること。  

【解釈通知】  

① 研修について  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとの研修計画に

ついては、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上の

ための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定

めるとともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に

ついて個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期

等を定めた計画を策定しなければならない。  

② 会議の開催について  

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留

意事項の伝達又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の全てが参加するもので

なければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に

会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれ

て開催することができる。また、会議の開催状況について

は、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」
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サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 500単位／月  

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成

し、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予

定していること。  

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を

定期的に開催していること。  

③ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全

ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康

診断等を定期的に実施すること。  

④ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介

護員等の総数のうち、介護福祉士の割合が30/100以上又は介

護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了

者の占める割合が50/100以上であること。 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 350単位／月  

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者

の総数のうち、常勤職員の占める割合が60/100以上であるこ

と。  

② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成

し、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予

定していること。  

③ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を

定期的に開催していること。  

④ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全

ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康

診断等を定期的に実施すること。  

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 350単位／月  

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者の総数のうち、勤続年数

３年以上の者の占める割合が30/100以上であること。  

② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成

し、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予

定していること。  

とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。

「利用者関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意

事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変

化の動向を含め、記載しなければならない。  

・利用者のADLや意欲  

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望  

・家庭環境  

・前回のサービス提供時の状況  

・その他サービス提供に当たって必要な事項  

③ 健康診断等について  

健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施す

ることが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しな

い定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者も含めて、少な

くとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により実施し

なければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあ

っては、少なくとも１年以内に当該健康診断等が実施される

ことが計画されていることをもって足りるものとする。  

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算

出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとする。

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業

を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出

日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出し

た平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始

し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能

となるものであること。  

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基

礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格

を取得又は研修の課程を修了している者とすること。  

⑤ 前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出

を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。な

お、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割

合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければ

ならない。  

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数

をいうものとする。具体的には、平成24年４月における勤続

年数３年以上の者とは、平成24年３月31日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務

年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、
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③ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者の技術指導を目的とした会議を

定期的に開催していること。  

④ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全

ての定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、健康

診断等を定期的に実施すること。   

病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供

する職員として勤務した年数を含めることができるものとす

る。  

 

認知症対応型通所介護  

◎ 延長加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間８時間以上

９時間未満の指定認知症対応型通所介護を行った場合又は所

要時間８時間以上９時間未満の指定認知症対応型通所介護を

行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であっ

て、当該指定認知症対応型通所介護の所要時間と当該指定認

知症対応型通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要

時間を通算した時間が９時間以上となった場合は、次に掲げ

る区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。  

９時間以上10時間未満 50単位／日  

10時間以上11時間未満 100単位／日  

11時間以上12時間未満 150単位／日  

12時間以上13時間未満 200単位／日  

13時間以上14時間未満 250単位／日  

【解釈通知】  

延長加算は、所要時間８時間以上９時間未満の認知症対応型

通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合につ

いて、５時間を限度に算定されるものである。  

（例）① ９時間の認知症対応型通所介護の後に連続して５

時間の延長サービスを行った場合  

② ９時間の認知症対応型通所介護の前に連続して２

時 

間、後に連続して３時間、合計５時間の延長サービ

ス 

を行った場合には、５時間分の延長サービスとして 

250単位が算定される。  

また、当該加算は認知症対応型通所介護と延長サービスを通

算した時間が９時間以上の部分について算定されるものであ

るため、  

（例）③ ８時間の認知症対応型通所介護の後に連続して５

時 

間の延長サービスを行った場合には、認知症対応型

通 

所介護と延長サービスの通算時間は13時間であり、

４ 

時間分（＝13時間－９時間）の延長サービスとして

200 

単位が算定される。  

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行

うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行

った場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応

じて、適当数の従業者を置いている必要があり、当該事業所

の利用者が、当該事業所を利用した後に、引き続き当該事業

所の設備を利用して宿泊する場合や、宿泊した翌日において

当該事業所の認知症対応型通所介護の提供を受けた場合には
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算定することはできない。  

【QA】  

○ 今回、認知症対応型通所介護の基本報酬のサービス区分について、２時間ごとから１時間ごとに見直されたことにより、時

間区分を変更することとしたケースについては、居宅サービス計画の変更（サービス担当者会議を含む）は必要なのか。  

（答） ・介護報酬上のサービス提供時間区分が変更になる場合（例えば、サービス提供時間が７時間以上９時間未満が、７時

間以上８時間未満）であっても、サービスの内容及び提供時間に変更が無ければ、居宅サービス計画の変更を行う必要はな

い。  

・一方で、今回の時間区分の変更を契機に、利用者のニーズを踏まえた適切なアセスメントに基づき、これまで提供されてき

た介護サービス等の内容を改めて見直した結果、居宅サービス計画を変更する必要が生じた場合は、通常の変更と同様のプロ

セスが必要となる。  

 

◎ 入浴介助加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

入浴介助加算 50単位／日  

厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとし

て市長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合に加

算する。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行

われる入浴介助  

【解釈通知】  

認知症対応型通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観

察を含む介助を行う場合について算定されるものであるが、

この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援

助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力など

の向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じ

て介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うこ

とにより、結果として、身体に直接接触する介助を行わなか

った場合についても、加算の対象となるものであること。  

また、認知症対応型通所介護計画上、入浴の提供が位置付け

られている場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しな

かった場合については、加算を算定できない。  

 

◎ 生活機能向上連携加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

生活機能向上連携加算 200単位／月  

（個別機能訓練加算を算定している場合 100単位／月）  

厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとし

て市町村長に届け出た指定認知症対応型通所介護事業所にお

いて外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行

い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合に加算する。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

イ 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリ

テーション事業所又はリハビリテーションを実施している医

療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師

（以下、「理学療法士等」という。）が、当該指定認知症対

応型通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導

員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以

【解釈通知】  

① 指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビ

リテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設（病院にあっては許可病床数が200床未満

のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に

診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士又は医師（以下「理学療法士等」という。）

が、当該指定認知症対応型通所介護事業所を訪問し、当該事

業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員そ

の他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）と共

同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別

機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士

等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護

の工夫等に関する助言を行うこと。  
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下、「機能訓練指導員等」という。）と共同してアセスメン

ト、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作

成を行っていること。  

ロ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活

機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指

導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提

供していること。  

ハ 機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し、個別機能訓

練計画の進捗状況等を三月ごとに一回以上評価し、利用者又

はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進

捗状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行っ

ていること。  

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施

設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の

届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施

設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。  

② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実

施時間、実施方法等の内容を記載しなければならない。目標

については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担

当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当

該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定

するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とするこ

と。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を認知症対応型

通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別

機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。

また、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機

能訓練計画を作成する必要はないこと。  

③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活

機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練

指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能訓練

を適切に提供していること。  

④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１

回以上、理学療法士等が指定認知症対応型通所介護事業所を

訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上で、機能訓練

指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の

内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するととも

に、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。  

⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機

能訓練指導員等が、利用者又はその家族及び理学療法士等に

報告・相談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向

を確認の上、理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該

利用者のＡＤＬ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、

入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金銭管

理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練

内容の変更など適切な対応を行うこと。  

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者

等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練

指導員等により閲覧が可能であるようにすること。  

【QA】  

○ 指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指

定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーショ

ン事業所等に支払うことになると考えてよいか。 

（答）貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。  
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○ 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数200床未満のものに限る。）と連携する場合も算定できる

ものと考えてよいか。  

（答）・貴見のとおりである。  

・なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている200床未満の医

療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有効活

用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。  

 

◎ 個別機能訓練加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

個別機能訓練加算 27単位／日  

指定認知症対応型通所介護を行う時間帯に１日120分以上、

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等（※１）

を１名以上配置しているものとして市長に届け出た指定認知

症対応型通所介護の利用者に対して、機能訓練指導員、看護

職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、

利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づ

き、計画的に機能訓練を行っている場合に加算する。  

※１ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔

道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師

（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ

指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６

月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）  

【解釈通知】  

① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、は

り師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あ

ん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置

した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する

（以下、「理学療法士等」という。）が個別機能訓練計画に

基づき、計画的に行った機能訓練（以下、「個別機能訓練」

という。）について算定する。  

② 個別機能訓練は、１日120分以上、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を１名以上配置して行うもので

あること。この場合において、例えば、１週間のうち特定の

曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日にお

けるサービスのみが当該加算の算定対象となる。ただし、こ

の場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定めら

れ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があ

る。なお、認知症対応型通所介護事業所の看護職員が加算に

係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の

時間は、認知症対応型通所介護事業所における看護職員とし

ての人員基準の算定に含めない。  

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看

護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し

て、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別機

能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の

効果、実施方法等について評価等を行う。なお、認知症対応

型通所介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を

認知症対応型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載

をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるもの

とすること。  
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④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３か月後に

１回以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明す

る。  

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当

者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機

能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。  

【QA】  

○ はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事

した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。  

（答） 要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導員として実

際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な経験を得たと当該施設の管理者が判断することは必要となる。  

 

○ はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復

師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有

することをどのように確認するのか。  

（答）例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面でそれを証していることを確認すれ

ば、確認として十分である。  

◎ 若年性認知症利用者受入加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

若年性認知症利用者受入加算 60単位／日  

厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとし

て市長に届け出た単独型・併設型・共用型指定認知症対応型

通所介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指

定認知症対応型通所介護を行った場合に若年性認知症利用者

受入加算として加算する。  

※１【厚生労働大臣が定める基準】  

受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によ

って要介護者又は要支援者となった者）ごとに個別の担当者

を定めていること。  

【解釈通知】  

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、

その者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービ

ス提供を行うこと。  

 

◎ 栄養改善加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

栄養改善加算 150単位／回 （月２回を限度）  

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に

届け出て、低栄養状態にある利用者又はその恐れのある利用

者に対して、栄養改善サービスを行った場合、３月以内の期

間に限り加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から３

月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善

せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認めら

【解釈通知】  

①栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利

用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われる

ことに留意すること。  

② 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所、

医療機関又は栄養ケア・ステーション）との連携により、管

理栄養士を１名以上配置して行うものであること。  

③ 栄養改善加算を算定できる利用者は、以下のイからニの
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れる利用者については、引き続き算定することができる。  

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理

栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、

看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下

「管理栄養士等」という。）が共同して、利用者ごとの摂

食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成し

ていること。  

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士等が栄養

改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定

期的に把握していること。  

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し

ていること。  

ホ 厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合している単独

型・併設型・共用型指定認知症対応型通所介護事業所である

こと。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

 

いずれかに該当する者など低栄養状態にある者又はそのおそ

れがある者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認め

られる者とすること。  

イ ＢＭＩが18.5未満である者  

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は

「地域支援事業の実施について」（平成18年６月９日老発第

0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェッ

クリストのNo.(11)の項目が「１」に該当する者  

ハ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl以下である者  

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者  

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認めら

れる者  

なお、次のような問題を有する者については、前記イからホ

のいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。  

・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの

口腔機能に関連する(13)、(14)、(15）のいずれかの項目に

おいて「１」に該当する者などを含む。）  

 

・ 生活機能の低下の問題  

・ 褥瘡に関する問題  

・ 食欲の低下の問題  

・ 閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに

関連する(16)、(17)のいずれかの項目において「１」に該当

する者などを含む。）  

・ 認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する

(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において「１」に該当す

る者などを含む。）  

・ うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する(21)

から(25)の項目において、２項目以上「１」に該当する者な

どを含む。）  

④ 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げ

る手順を経てなされる。  

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握

すること。  

ロ 利用開始時に管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相

談員その他の職種の者（以下「関連職種」という。）が暫定

的に、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつ

つ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（以下「栄養ア

セスメント」という。）を行い、栄養食事相談に関する事項

（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課
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題等に対し関連職種が共同して取り組むべき事項等を記載し

た栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア計画につ

いては、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族

に説明し、その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介

護においては、栄養ケア計画に相当する内容を認知症対応型

通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養

ケア計画の作成に代えることができるものとすること。  

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄

養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実

施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。  

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機

能の状況を検討し、おおむね３ヶ月ごとに体重を測定する等

により栄養状態の評価を行い、その結果を担当介護支援専門

員や利用者の主治の医師に対して情報提供すること。  

ホ 指定地域密着型サービス基準第61条において準用する第

３条の18に規定するサービスの提供の記録において利用者ご

との栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定

期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算

定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はない

ものとすること。  

⑤おおむね３か月ごとの評価の結果、③のイからホまでのい

ずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサー

ビス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると

認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提

供する。  

【QA】  

○ 対象となる「栄養ケア・ステーション」の範囲はどのようなものか。  

（答）公益社団法人日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養士会栄養ケア・ステーション」に限るものと

する。  

 

○ 通所系サービスにおいて栄養改善加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。  

（答）管理栄養士に居宅療養管理指導は通院又は通所が困難な者が対象となるため、栄養改善加算の算定者等、通所サービス

利用者に対して当該指導を行うことは想定されない。  

 

◎ 栄養スクリーニング加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

栄養スクリーニング加算 ５単位／回  

（６月に１回を限度）  

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型

通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごと

【解釈通知】  

① 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスク

リーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一

環として行われることに留意すること。  

②栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者につ
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に利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養

状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあって

は、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者

を担当する介護支援専門員に提供した場合に加算する。  

ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養ス

クリーニング加算を算定している場合は算定せず、当該利用

者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けてい

る間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、

算定しない。  

いて、次に掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情

報を介護支援専門員に対し、提供すること。  

イ ＢＭＩが18.5未満である者  

ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は

「地域支援事業の実施について」（平成18年６月９日老発第

0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェッ

クリストのNo.11の項目が「１」に該当する者  

ハ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl以下である者  

ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者  

③ 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所について

は、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、

当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的

に実施すること。  

④ 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの

結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と

判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄

養改善加算を算定できること。  

 

◎ 口腔機能向上加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

口腔機能向上加算 150単位／回（月２回を限度）  

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に

届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれの

ある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と

して、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は

摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、

利用者の心身の状況の維持又は向上に資すると認められるも

の（以下「口腔機能向上サービス」という。）を行った場合

は、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として加算す

る。ただし、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利

用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機

能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用

者については、引き続き算定することができる。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置し

ていること。  

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、

歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を

作成していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚

【解釈通知】  

① 口腔機能向上加算の算定にかかる口腔機能向上サービス

の提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環

として行われることに留意すること。  

② 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置し

て行うものであること。  

③ 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハ

までのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービ

スの提供が必要と認められる者とすること。  

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目

のいずれかの項目において「１」以外に該当する者  

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、

(15)の３項目のうち、２項目以上が「１」に該当する者  

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある

者 

④ 利用者の口腔の状態によっては、口腔機能向上サービス

によるよりも、医療における対応がより適切である場合も想

定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して

主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適

切な措置を講じることとする。なお、歯科診療を受診してい

る場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合に
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士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っ

ているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録している

こと。  

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定

期的に評価していること。  

ホ 厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合している単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定

認知症対応型通所介護事業所であること。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

あっては、加算は算定できない。  

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能

療法を算定している場合  

ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能

療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向

上サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若し

くは実施」を行っていない場合  

⑤ 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに

掲げる手順を経てなされる。  

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。  

ロ 利用開始時に言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護

職員、生活相談員その他の職種の者（以下「関連職種」とい

う。）が利用者ごとの口腔清潔、摂食・嚥下機能に関する解

決すべき課題の把握を行い、関連職種が共同して取り組むべ

き事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成するこ

と。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機

能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、

その同意を得ること。なお、認知症対応型通所介護において

は、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を認知症対応

型通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって口

腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができるものと

すること。  

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士等が利

用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、

口腔機能改善計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画

を修正すること。  

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の

生活機能の状況を検討し、おおむね３か月ごとに口腔機能の

状態の評価を行い、その結果について、担当居宅介護支援員

や主治の医師、主治の歯科医師に対して、情報提供するこ

と。  

ホ サービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改

善管理計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利

用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該記録とは別

に口腔機能向上加算算定のために利用者の口腔機能を定期的

に記録する必要はないものとすること。  

⑥ おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ、ロのいずれか

に該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又

は看護職員等がサービス提供をおこなうことにより、口腔機

能の向上又は維持の効果が期待できると認められるものにつ
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いては、継続的に口腔機能向上サービスを提供する。  

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機

能の低下が認められる状態の者  

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下

するおそれのある者   

 

◎ 同一建物減算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

同一建物減算 94単位／日  

単独型・併設型・共用型指定認知症対応型通所介護事業所と

同一建物に居住する者又は単独型・併設型・共用型指定認知

症対応型通所介護事業所と同一建物から当該事業所に通う者

に対し、指定認知症対応型通所介護を行った場合に減算す

る。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要

であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、こ

の限りでない。  

【解釈通知】  

①  同一建物の定義  

「同一建物」とは、当該指定認知症対応型通所介護事業所と

構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体

的には、当該建物の一階部分に指定認知症対応型通所介護事

業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場

合が該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣

接する場合は該当しない。また、ここでいう同一の建物につ

いては、当該建築物の管理、運営法人が当該指定認知症対応

型通所介護事業所の指定認知症対応型通所介護事業者と異な

る場合であっても該当するものであること。  

② なお、傷病により一時的に送迎が必要と認められる利用

者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認めら

れる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象

とならない。具体的には、傷病により一時的に歩行困難とな

った者又は歩行困難な要介護者であって、 かつ建物の構造

上自力での通所が困難である者に対し、２人以上の従業者

が、当該利用者の居住する場所と当該指定認知症対応型通所

介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られるこ

と。ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を

必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支

援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容

及び結果について認知症対応型通所介護計画に記載するこ

と。また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等につ

いて、記録しなければならない。  

 

◎ 送迎を行わない場合の減算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

送迎を行わない場合の減算 47単位（片道につき）  

利用者に対して、その居宅と単独型・併設型・共用型指定認

知症対応型通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は減

算する。  

【解釈通知】  

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合な

ど事業者が送迎を実施していない場合は、片道につき減算の

対象となる。  

ただし、同一建物減算の対象となっている場合には、当該減

算の対象とはならない。  
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◎ サービス提供体制強化加算（介護予防認知症対応型通所介護 共通） 

【基準】  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 18単位／回  

① 単独型・併設型・共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

50/100以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 12単位／回  

①  単独型・併設型・共用型指定認知症対応型通所介護事

業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が40/100以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６単位／回  

① 単独型・併設型・共用型指定認知症対応型通所介護事業

所の指定認知症対応型通所介護を利用者に直接提供する職員

の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める割合が30/100

以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

【解釈通知】  

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算

出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとする。

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業

を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出

日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出し

た平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始

し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能

となるものであること。  

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格

を取得している者とすること。  

② 前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出

を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。な

お、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割

合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければ

ならない。  

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤務年数

をいうものとする。具体的には、平成21年４月における勤続

年数３年以上の者とは、平成21年３月31日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

⓸から⑦まで、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を準用す

る。  

 

小規模多機能型居宅介護  

◎ 同一建物に居住する者に対して行う場合 

【基準】  

要介護１ 9,298単位／月  

要介護２ 13,665単位／月  

要介護３ 19,878単位／月  

要介護４ 21,939単位／月  

要介護５ 24,191単位／月  

①  定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

【解釈通知】  

「同一建物」とは、当該小規模多機能型居宅介護事業所と構

造上又は外形上、一体的な建築物（養護老人ホーム、軽費老

人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に

限る。）を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部

分に小規模多機能型居宅介護事業所がある場合や、当該建物

と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にあ

る別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。  

また、ここでいう同一の建物については、当該建築物の管

理、運営法人が当該小規模多機能型居宅介護事業所の小規模

多機能型居宅介護事業者と異なる場合であっても該当するも

のであること。  

【QA】  
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○ 月途中から同一建物に転居した場合等については、居住していた期間に対応した単位数を算定することとあるが、｢転居し

た日｣は同一建物以外、同一建物のどちらの単位数を算定すればよいか。  

（答）当該利用者の異動後の居住場所により算定する。  

例えば、同一建物に有料老人ホームがある小規模多機能型居宅介護事業所について、戸建住宅に居住しながら当該事業所を利

用していた者が、当該事業所に併設する有料老人ホームに入居する場合には、転居日における基本報酬は、｢同一建物に居住す

る者に対して行う場合｣を算定する。 

 

◎ 短期利用居宅介護費算定について（介護予防小規模多機能型居宅介護 共通） 

【基準】  

要介護１ 565単位／日  

要介護２ 632単位／日  

要介護３ 700単位／日  

要介護４ 767単位／日  

要介護５ 832単位／日  

要支援１ 419単位／日  

要支援２ 524単位／日  

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の数が、当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員未満である

こと。  

② 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅

介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが

必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事

業所の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供

に支障がないと認めた場合であること。  

③ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の

日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情が

ある場合は14日以内）の利用期間を定めること。  

④ 指定地域密着型サービス基準第63条に定める従業者の員

数を置いていること。  

⑤ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が小規模多機能

型居宅介護費の過少サービスに対する減算を算定していない

こと。  

②  定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

【解釈通知】  

① 短期利用居宅介護費については、厚生労働大臣が定める

基準（※１）に規定する基準を満たす指定小規模多機能型居

宅介護事業所において算定できるものである。  

② 宿泊室については、以下の算式において算出した数の宿

泊室が短期利用の登録者において活用できるものとする。  

（短期利用に活用可能な宿泊室の数の算定式）  

当該事業所の宿泊室の数×（当該事業所の登録定員－当該事

業所の登録者の数）÷当該事業所の登録定員（小数点第１位

以下四捨五入）  

例えば、宿泊室数が９室、登録定員が25人、登録者の数が20

人の場合、９×（25－20）÷25＝1.8となり、短期利用の登

録者に対して活用できる宿泊室数は２室となる。このため、

宿泊室数が９室、登録定員が25人の事業所において短期利用

居宅介護費を算出するには、少なくとも登録者の数が23人以

下である場合のみ算定可能である。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

次のいずれにも適合すること。  

イ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の数が、当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員未満である

こと。  

ロ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅

介護支援事業者の介護支援専門員が、緊急に利用することが

必要と認めた場合であって、指定小規模多機能型居宅介護事

業所の介護支援専門員が、当該指定小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供

に支障がないと認めた場合であること。  

ハ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の

日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情が

ある場合は14日以内）の利用期間を定めること。  

ニ 人員基準を満たしていること。  

ホ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が小規模多機能
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型居宅介護費の注４[サービス提供が過少である場合の減算]

を算定していないこと。  

【QA】  

○ 短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、いつの時点の数を使用するのか。  

（答）短期利用可能な宿泊数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、短期利用を認める当該日の登録者の数を

使用するものとする。  

 

◎ 初期加算（介護予防小規模多機能型居宅介護 共通） 

【基準】  

初期加算 30単位／日  

指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算し

て30日以内の期間については、初期加算として、１日につき

所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入

院の後に指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した

場合も、同様とする。  

 

 

◎ 認知症加算 

【基準】  

認知症加算（Ⅰ） 800単位／月  

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められ

ることから介護を必要とする認知症の者  

 

認知症加算（Ⅱ） 500単位／月  

要介護状態区分が要介護２である者であって、周囲の者によ

る日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの。  

【解釈通知】  

①「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認め

られることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者を指すものとす

る。  

②「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知

症の者」とは、日常生活自立度のランクⅡに該当する者を指

すものとする。  

 

◎若年性認知症利用者受入加算（介護予防小規模多機能型居宅介護 共通） 

【基準】  

若年性認知症利用者受入加算 800単位／月  

厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとし

て市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所に

おいて、若年性認知症利用者に対して小規模多機能型居宅介

護を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただ

し、認知症加算を算定している場合は、算定しない。  

※１【厚生労働大臣が定める基準】  

受け入れた若年性認知症利用者 （初老期における認知症に

よって要介護者又は要支援者となった者をいう。）ごとに個

別の担当者を定めていること。  

【解釈通知】  

(介護予防)認知症対応型通所介護を準用する。  

【QA】  

○ 若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設
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定されている場合、６５歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。  

（答）本加算は６５歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規模多機能型居宅介護と看護小

規模多機能型居宅介護については６５歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。  

 

◎ 看護職員配置加算 

【基準】  

看護職員配置加算（Ⅰ） 900単位／月  

① 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従

事する常勤の看護師を１名以上配置していること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

看護職員配置加算（Ⅱ） 700単位／月  

① 専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従

事する常勤の准看護師を１名以上配置していること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

看護職員配置加算（Ⅲ） 480単位／月  

②  看護職員を常勤換算方法で１名以上配置しているこ

と。  

②  定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

 

 

◎ 看取り連携体制加算 

【基準】  

厚生労働大臣が定める施設基準（※１）に適合しているもの

として市長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所に

おいて、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（※

２）について看取り期におけるサービス提供を行った場合

は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡日以前30日

以下について１日につき64単位を死亡月に加算する。ただ

し、この場合において、看護職員配置加算（Ⅰ）を算定して

ない場合は、算定しない。  

※１ 【厚生労働大臣が定める施設基準】  

① 看護師により24時間連絡できる体制を確保しているこ

と。  

② 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、登

録者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明

し、同意を得ていること。  

※２ 【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者】  

① 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みがないと診断した者であること。  

②  看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又

は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護

【解釈通知】  

① 看取り連携体制加算は、事業所の看取り期の利用者に対

するサービスを提供する体制をPDCAサイクルにより構築かつ

強化していくこととし、登録者が死亡した場合に、死亡日を

含めて30日を上限として、小規模多機能型居宅介護事業所に

おいて行った看取り期における取組を評価するものである。  

なお、登録者の自宅又は小規模多機能型居宅介護事業所にお

いて介護を受ける場合のいずれについても算定が可能であ

る。  

また、死亡前に医療機関へ入院した後、入院先で死亡した場

合でも算定可能であるが、その際には、当該小規模多機能型

居宅介護事業所においてサービスを直接提供していない入院

した日の翌日から死亡日までの間は、算定することができな

い。（したがって、入院した日の翌日から死亡日までの期間

が30日以上あった場合には、看取り連携体制加算を算定する

ことはできない。）  

② 「24時間連絡できる体制」とは、事業所内で勤務するこ

とを要するものではなく、夜間においても小規模多機能型居

宅介護事業所から連絡でき、必要な場合には小規模多機能型

居宅介護事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制
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記録等登録者に関する記録を活用し行われるサービスに

ついての説明を受け、同意した上でサービスを受けてい

る者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービス

を受けている者を含む。）であること。  

をいうものである。  

③ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専

門員等による協議の上、「看取り期における対応方針」が定

められていることが必要であり、同対応方針においては、例

えば、次に掲げる事項を含むこととする。  

ア 当該事業所における看取り期における対応方針に関する

考え方  

イ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時に対応を

含む。）  

ウ 登録者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報

提供の方法  

エ 登録者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式  

オ その他職員の具体的対応等  

④ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り

期における対応の実践を振り返る等により、看取り期におけ

る対応方針の内容その他看取り期におけるサービス提供体制

について、適宜見直しを行う。  

⑤ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次

に掲げる事項を介護記録等に記録し、多職種連携のための情

報共有を行うこと。  

ア 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護について

の記録  

イ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて登

録者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及

び対応の経過の記録  

⑥ 登録者の看取りに関する理解を支援するため、登録者の

状態又は家族の求め等に応じ随時、介護記録等その他の登録

者に関する記録の開示又は当該記録の写しの提供を行う際に

は、適宜、登録者等に理解しやすい資料を作成し、代替する

ことは差し支えない。  

⑦ 小規模多機能型居宅介護事業所から医療機関へ入院した

月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り

連携体制は死亡月にまとめて算定することから、登録者側に

とっては、小規模多機能型居宅介護の登録を終了した翌月に

ついても自己負担を請求されることになるため、登録者が入

院する際、入院した月の翌月に亡くなった場合に、前月分の

看取り連携体制加算に係る一部負担の請求を行う場合がある

ことを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。  

⑧ 小規模多機能型居宅介護事業所は、入院の後も、継続し

て登録者の家族や入院先の医療機関等との継続的な関わりを
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持つことが必要である。  

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する

医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等

が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の

際、本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得てお

くことが必要である。  

⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意につい

ては、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、

内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくこ

とが必要である。  

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に

連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、

介護職員等が利用者の状態等に応じて随時、看取り期におけ

る登録者に対する介護の内容について相談し、共同して介護

を行っており、家族に対する情報提供を行っている場合に

は、看取り連携体制加算の算定は可能である。  

この場合には、適切な看取り期における取組が行われている

ことが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容

等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状

況等について記載しておくことが必要。  

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極

めて重要であり、事業所は、定期的に連絡を取ることによ

り、可能な限り家族の意思を確認しながら介護を進めていく

ことが重要である。  

⑩ 小規模多機能型居宅介事業所の宿泊室等において看取り

を行う際には、プライバシーの確保及び家族への配慮につい

て十分留意することが必要である。  

【QA】  

○ 看取り連携体制加算の算定要件のうち「24時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算（Ⅰ）で配置する常勤の看護師と

連絡できる体制を確保することを求めるものか。それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれ

ば算定要件を満たすのか。  

（答）看護職員配置加算（Ⅰ）で配置する常勤の看護師に限らず、他の常勤以外の看護師を含め、小規模多機能型居宅介護事

業所の看護師と24時間連絡できる体制が確保されていれば算定要件を満たすものである。  

 

◎ 訪問体制強化加算 

【基準】  

訪問体制強化加算 1,000単位／月  

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サー

ビスの提供に当たる常勤の従業者を２名以上配置しているこ

と。  

【解釈通知】  

① 訪問体制強化加算は、訪問サービスを担当する常勤の従

業者を２名以上配置する指定小規模多機能型居宅介護事業所

において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サ

ービスの提供回数が１月当たり延べ200回以上である場合に
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②算定日が属する月における提供回数について、当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所における延べ訪問回数が１月当

たり200回以上であること。ただし、指定小規模多機能型居

宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費

老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

に限る。）を併設する場合は、登録者の総数のうち小規模多

機能型居宅介護費（同一建物に居住する者以外の者に対して

行う場合）を算定する者の占める割合が50/100以上であっ

て、かつ、小規模多機能型居宅介護費（同一建物に居住する

者以外の者に対して行う場合）を算定する登録者に対する延

べ訪問回数が１月当たり200回以上であること。  

当該加算を算定する。当該加算を算定する場合にあっては、

当該訪問サービスの内容を記録しておくこと。  

② 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サー

ビスのみを行う従業者として固定しなければならないという

趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２

名以上配置した場合に算定が可能である。  

③「訪問サービスの提供回数」は、暦月ごとに、１回の訪問

を１回のサービス提供として算定すること。なお、小規模多

機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないた

め、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場

合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えない。  

なお、本加算は介護予防小規模多機能型居宅介護については

算定しないため、小規模多機能型居宅介護の登録者に対する

訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。  

④ 指定小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住

宅（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サ

ービス付き高齢者向け住宅に限る。）を併設する場合は、各

月の前月の末日時点（新たに事業を開始し、又は再開した事

業所については事業開始（再開）日）における登録者のうち

同一建物居住者以外の者の占める割合が50/100以上であっ

て、かつ、①から③の要件を満たす場合に算定するものとす

る。ただし、③については、同一建物居住者以外の者に対す

る訪問サービスの提供回数について計算を行うこと。  

【QA】  

○ 訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能型居宅介護の訪問サービス以外の業務

に従事することは可能か。  

（答） 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣

旨ではなく、当該小規模多機能型居宅介護事業所における訪問サービス以外の業務に従事することも可能である。  

 

○ 訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以上配置することとされているが、当該事業所の

営業日・営業時間において常に満たすことが必要か。  

（答） 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、当該事業所において訪問サービスの提供に当たる者のうち２名以上を常

勤の従業者とすることを求めるものであり、当該事業所の営業日・営業時間において常に訪問を担当する常勤の従業者を２名

以上配置することを求めるものではない。  

 

○ 訪問体制強化加算について、当該月において、訪問サービスの利用が１度も無かった登録者についても、当該加算を算定す

るのか。  

（答）貴見のとおりである。  

 

○ 訪問体制強化加算の届出をしたが、１月当たりの訪問回数が200回未満であった場合、当該月において算定できないという

ことでよいか。  
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（答） 貴見のとおりである。  

訪問体制強化加算の算定に係る届出がされている小規模多機能型居宅介護事業所については、１月当たりの延べ訪問回数が200

回以上となった月において、当該加算を算定できる。なお、算定要件のうち「訪問サービスの提供に当たる常勤の従業者を２

名以上配置していること」を満たしている場合には、１月当たりの訪問回数に応じて、当該体制届についてあらためて変更・

取下、再提出等の手続を求めるものではない。  

 

○ 訪問体制強化加算における「一月当たり延べ訪問回数が200回以上」とは、当該事業所の登録者数にかかわらず１月当たり

延べ訪問回数が200回以上必要であるということでよいか。  

（答）貴見のとおりである。  

 

○ 訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合も含まれるの

か。  

（答）「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18年３月31日付老計

発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長通知）の5(3)①ロに規

定する「サービス提供が過少である場合の減算」における訪問サービスの算定方法と同様の方法に従って算定することとして

おり、具体的には、指定地域密着型サービス指定基準第87条に規定する「提供した具体的なサービスの内容等の記録」におい

て、訪問サービスとして記録されるものに基づき算定することとなる。  

したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合であっても、介護従業者が行う身体整容や更衣介助など、当該記

録において訪問サービスとして記録されるサービスについては、訪問サービスの提供回数に含まれるものである。 

 

◎ 総合マネジメント体制強化加算（介護予防小規模多機能型居宅介護 共通） 

【基準】  

総合マネジメント体制強化加算 1,000単位／月  

① 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変

化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護

職員その他の関係者が共同し、小規模多機能型居宅介護計画

の見直しを行っていること。  

② 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日

常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、

地域の行事や活動等に積極的に参加していること。  

【解釈通知】  

① 総合マネジメント体制強化加算は、指定小規模多機能型

居宅介護事業所において、登録者が住み慣れた地域での生活

を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を

図りつつ、登録者の心身の状況、希望及びその置かれている

環境を踏まえて、「通い・訪問・宿泊」を柔軟に組み合わせ

て提供するために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介

護職員その他の関係者が日常的に行う調整や情報共有、多様

な関係機関や地域住民等との調整や地域住民等との交流等の

取組を評価するものである。  

② 総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれに

も該当する場合に算定。  

ア 小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の

状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護

職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っている

こと。  

イ 日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動

等に積極的に参加すること。  
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（地域の行事や活動の例）  

・ 登録者の家族や登録者と関わる地域住民等からの利用者

に関する相談への対応  

・ 登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該

地域における課題を掘り起し、地域住民や市町村等とともに

解決する取組（行政や地域包括支援センターが開催する地域

での会議への参加、町内会や自治会の活動への参加、認知症

や介護に関する研修の実施等）  

・ 登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組

（登録者となじみの関係がある地域住民や商店等との関わ

り、地域の行事への参加等）  

【QA】  

○ 総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者（介護支援専門員、看護師、准看

護師、介護職員その他の関係者）が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直

しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのよ

うに表せばよいか。  

（答）小規模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・

適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その

他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有

しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するものである。  

小規模多機能型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるものであるが、

その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りる

ものである。  

また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、

日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の

意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加

算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。 

 

○ 小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されてい

る」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。  

（答）小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域

活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービスを提供することとして

いる。  

「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通知の５（７）イにおいて、「地

域の行事や活動の例」をお示ししている。  

ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評価を得て、地域を支える事業所と

して存在感を高めていくために必要な取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるため、当該解釈通知に例示する

以外の取組も該当し得る。  

また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継

続するために何が必要かということについて、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。  

なお、地域における活動が行われていることは、そのため、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれ
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ば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成することは要しない。 

 

◎ 生活機能向上連携加算（介護予防小規模多機能型居宅介護 共通） 

【基準】  

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100単位／月  

介護支援専門員が、指定訪問リハビリテーション事業所、指

定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを

実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とし

た小規模多機能型居宅介護計画を作成し、当該小規模多機能

型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型居宅介護を行っ

たときは、初回の当該指定小規模多機能型居宅介護が行われ

た日の属する月に、所定単位数を加算する。  

 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200単位／月  

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実

施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リ

ハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問す

る際に介護支援専門員が同行する等により、当該医師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等

の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした

小規模多機能型居宅介護計画を作成した場合であって、当該

医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当

該小規模多機能型居宅介護計画に基づく指定小規模多機能型

居宅介護を行ったときは、初回の当該指定小規模多機能型居

宅介護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所

定単位数を加算する。ただし、生活機能向上連携加算（Ⅰ）

を算定している場合は算定しない。  

【解釈通知】  

定期巡回・随時対応型訪問介護を準用する。  

【QA】  

○ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該

利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのような

ものか。  

（答） 具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事業所のサービス提

供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等

に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することが考えられる。  

 

◎栄養スクリーニング加算（介護予防小規模多機能型居宅介護 共通） 

【基準】  【解釈通知】  
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栄養スクリーニング加算 ５単位  

厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合する指定小規模多

機能型居宅介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６

月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者

の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合に

あっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該

利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、１回に

つき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、

当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定してい

る場合にあっては算定しない。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

(介護予防)認知症対応型通所介護を準用する。  

 

◎ サービス提供体制強化加算（介護予防小規模多機能型居宅介護 共通） 

【基準】  

（１）小規模多機能型居宅介護費を算定している場合  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 640単位／月  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 500単位／月  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 350単位／月  

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 350単位／月  

（２）短期利用居宅介護費を算定している場合  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 21単位／日  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 16単位／日  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 12単位／日  

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 12単位／日  

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ  

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機

能型居宅介護従業者に対し、小規模多機能型居宅介護従業者

ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修を含

む。）を実施又は実施を予定していること。  

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能

型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開

催していること。  

③ 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の小規模多機能

型居宅介護従業者（看護師又は准看護師を除く。）の総数の

うち、介護福祉士の占める割合が50/100以上であること。  

④定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ  

【解釈通知】  

① 研修について  

小規模多機能型居宅介護従業者ごとの研修計画については、

当該事業所におけるサービス従業者の資質向上のための研修

内容と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるととも

に、小規模多機能型居宅介護従業者について個別具体的な研

修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定

しなければならない。  

② 会議の開催について  

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留

意事項の伝達又は小規模多機能型居宅介護従業者の技術指導

を目的とした会議」とは、当該事業所の小規模多機能型居宅

介護従業者の全てが参加するものでなければならない。な

お、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要は

なく、いくつかのグループ別に分かれて開催することができ

る。また、会議の開催状況については、その概要を記録しな

ければならない。なお、「定期的」とは、おおむね１月に１

回以上開催されている必要がある。「利用者に関する情報若

しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくと

も、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載

しなければならない。  

・利用者のADLや意欲  

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望  

・家庭環境  

・前回のサービス提供時の状況  

・その他サービス提供に当たって必要な事項  
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① 指定小規模多機能型居宅介護従業者（看護師又は准看護

師を除く。）の総数のうち、介護福祉士の占める割合が

40/100以上であること。  

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機

能型居宅介護従業者に対し、小規模多機能型居宅介護従業者

ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修を含

む。）を実施又は実施を予定していること。  

③ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能

型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開

催していること。  

④ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の総数のう

ち、常勤職員の占める割合が60/100以上であること。  

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機

能型居宅介護従業者に対し、小規模多機能型居宅介護従業者

ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修を含

む。）を実施又は実施を予定していること。  

③ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能

型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開

催していること。  

④ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

① 指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の総数のう

ち、勤続年数３年以上の者の占める割合が30/100以上である

こと。  

② 指定小規模多機能型居宅介護事業所の全ての小規模多機

能型居宅介護従業者に対し、小規模多機能型居宅介護従業者

ごとに研修計画を作成し、研修（外部における研修を含

む。）を実施又は実施を予定していること。  

③ 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は小規模多機能

型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開

催していること。  

④ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

③ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算

出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとする。

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業

を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出

日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出し

た平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始

し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能

となるものであること。なお、介護福祉士については、各月

の前月の末日時点で資格を取得している者とする。  

④ 前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出

を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。な

お、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割

合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければ

ならない。  

⑤ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数

をいうものとする。具体的には、平成24年４月における勤続

年数３年以上の者とは、平成24年３月31日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

⑥ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務

年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、

病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供

する職員として勤務した年数を含めることができるものとす

る。  

⑦ 同一の事業所において介護予防小規模多機能型居宅介護

を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体

的に行うこと。  

⑧ 小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算にあって

は、利用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって

必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務

を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。  

 

認知症対応型共同生活介護  

◎ 短期利用認知症対応型共同生活介護費について 

【基準】  【解釈通知】  
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短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）（１日につき）  

要介護１ 787単位  

要介護２ 823単位  

要介護３ 847単位  

要介護４ 863単位  

要介護５ 880単位  

指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居の定員

の合計数を超えておこなう短期利用認知症対応型共同生活介

護は、あくまでも、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介

護を受ける必要がある者にのみ提供が認められるものであ

り、当該利用者に対する短期利用認知症対応型共同生活介護

の提供は、７日を限度に行うものとする。  

また、「当該利用者および他の利用者の処遇に支障がない場

合」とは、当該利用者を当該事業所の共同生活住居（複数の

共同生活住居がある場合、当該利用者が日中の時間帯等に共

同生活を送る共同生活住居とする。）の利用者とみなして、

当該利用者の利用期間を通じて人員基準を満たしており、か

つ、当該利用者が利用できる個室を有している場合とする。

特に個室の面積の最低基準は示していないが、当該利用者の

処遇上、充分な広さを有していること。  

なお、指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居

の定員の合計数を超えて受け入れることができる利用者数

は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに１人まで認

められるものであり、この場合、定員超過利用による減算の

対象とはならない。  

 

◎ 身体拘束廃止未実施減算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

別に厚生労働大臣が定める基準（※1）を満たさない場合

は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の

10に相当する単位数を所定単位数から減算する。  

※1【厚生労働大臣が定める基準】  

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型

共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならない。  

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体拘束等を行う

場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。  

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適

正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を

三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護

従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。  

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

【解釈通知】  

身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体拘

束等が行われていた場合ではなく、指定地域密着型サービス

基準第97条第６項の記録（同条第５項に規定する身体拘束等

を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条第７項に規

定する措置（※1）を講じていない場合に、利用者全員につ

いて所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録

を行っていない、身体拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の

適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束等の適

正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場

合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じ

た月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報

告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められ

た月までの間について、利用者全員について所定単位数から

減算することとする。  

※１ 【指定地域密着型サービス基準第97条第７項】  

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する

指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、
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・ 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正

化のための研修を定期的に実施すること。  

定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表

し、常にその改善を図らなければならない。  

【QA】  

○ 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から減算を適用するか。  

（答） 施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に指針等を整備する必要があるため、それ以

降の減算になる。  

 

◎ 夜間支援体制加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

夜間支援体制加算（Ⅰ） 50単位  

① 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

② 認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）又は短期利用認知症

対応型共同生活介護費（Ⅰ）を算定していること。  

③ 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数

が２以上であること。  

 

夜間支援体制加算（Ⅱ） 25単位  

① 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

② 認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）又は短期利用認知症

対応型共同生活介護（Ⅱ）を算定していること。  

⓷ 夜勤を行う介護従業者及び宿直勤務に当たる者の合計数

が、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共

同生活住居の数に１を加えた数以上であること。  

【解釈通知】  

当該加算は、認知症対応型共同生活介護事業所の１の共同生

活住居につき、夜間及び深夜の時間帯を通じて１の介護従業

者を配置している場合において、それに加えて常勤換算方法

で1以上の介護従業者又は１以上の宿直勤務に当たる者を配

置した場合に算定するものとすること。ただし、全ての開所

日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を

上回っていること。  

【QA】  

○ 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ず事業所内で宿直する必要はないものとされている

が、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。  

（答）事業所内での宿直が必要となる。  

なお、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算での宿直職員は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するた

めに配置されているものである一方で、小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直職員は、主として登録者からの連絡を受

けての訪問サービスに対応するための配置であることから、その配置の考え方は異なるものである。  

 

○ 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的

に宿直勤務を行っていると解して、建物として１名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。  

（答）本加算は事業所内の利用者の安全確保を更に強化するための加配を評価するためのものであることから、原則として、

算定は認められない。  

ただし、認知症対応型共同生活介護事業所に指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合で、以下の要件を満た

すほか、入居者の処遇に支障がないと認められたことにより、１名の夜勤職員が両事業所の夜勤の職務を兼ねることができる

ことに準じて、同様の要件を満たしている場合には、建物に１名の宿直職員を配置することをもって、加算を算定することと

しても差し支えない。  

・指定認知症対応型共同生活介護事業所の定員と指定小規模多機能型居宅介護事業所の泊まり定員の合計が９人以内であるこ

と  
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・指定認知症対応型共同生活介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所が同一階に隣接しており、一体的な運用が可能

な構造であること  

 

◎ 認知症行動・心理症状緊急対応加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

短期利用認知症対応型共同生活介護費について、医師が、認

知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困

難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用する

ことが適当であると判断した者に対し、指定認知症対応型共

同生活介護を行った場合は、入居を開始した日から起算して

７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算

する。  

【解釈通知】  

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機

能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すも

のである。  

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認め

られ、緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護が必要であ

ると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入

れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、認知

対応型共同生活介護の利用をかいしした場合に限り算定でき

るものとする。  

この際、短期利用認知症対応型共同生活介護ではなく、医療

機関における対応が必要であると判断される場合にあって

は、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことに

より、適切な医療が受けられるように取り計らう必要があ

る。  

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活

介護の利用を開始した場合には、当該加算は算定できないも

のであること。  

ａ 病院又は診療所に入院中の者  

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中

又は入所中の者  

ｃ 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者

生活介護、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短

期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、短期

利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施

設入居者生活介護を利用中の者  

④ 判断を行った医師は診療録に症状、判断の内容等を記録

しておくこと。また。事業所も判断を行った医師名、日付及

び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に

記録しておくこと。  

⓹７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認

知症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際

の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後

８日目移行の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用の継

続を妨げるものではないことに留意すること。  

 

◎ 若年性認知症利用者受入加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 
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【基準】  

若年性認知症利用者受入加算 120単位／日  

厚生労働大臣が定める基準（※1）に適合しているものとし

て市長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所にお

いて、若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同

生活介護を行った場合に若年性認知症利用者受入加算として

加算する。ただし、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算

定している場合は、算定しない。  

※1 【厚生労働大臣が定める基準】  

受け入れた若年性認知症利用者（初老期における認知症によ

って要介護者又は要支援者となった者）ごとに個別の担当者

を定めていること。  

【解釈通知】  

(介護予防)認知症対応型通所介護を準用する。  

 

◎ 利用者の病院又は診療所への入院時の取り扱い 

【基準】  

厚生労働大臣が定める基準（※1）に適合しているものとし

て市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所

において、利用者が病院又は診療所への入院を要した場合

は、1月に6日に限度として所定単位数に代えて1日につき246

単位を算定する。ただし、入院の初日及び最終日は、算定で

きない。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合であって、入院後三月以内に退院することが明らかに見込

まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要

に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情

がある場合を除き、退院後再び当該指定認知症対応型共同生

活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保して

いること。  

【解釈通知】  

① 入院時の費用を算定する指定認知症対応型共同生活介護

事業所は、あらかじめ、利用者に対して、入院後３月以内に

退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその

家族等の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与す

るとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再

び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居す

ることができる体制を確保していることについて説明を行う

こと。  

イ 「退院することが明らかに見込まれるとき」に該当する

か否かは、利用者の入院先の病院又は診療所の当該主治医に

確認するなどの方法により判断すること。  

ロ 「必要に応じて適切な便宜を提供」とは、利用者及びそ

の家族の同意の上での入退院の手続きや、その他の個々の状

況に応じた便宜を図ることを指すものである。  

ハ 「やむを得ない事情がある場合」とは、単に当初予定の

退院日に居室の空きがないことをもって該当するものではな

く、例えば、利用者の退院が予定より早まるなどの理由によ

り、居室の確保が間に合わない場合等を指すものである。事

業所側の都合は、基本的には該当しないことに留意するこ

と。  

ニ 利用者の入院の期間中の居室は、短期利用認知症対応型

共同生活介護等に利用しても差し支えないが、当該利用者が

退院する際に円滑に再入居できるよう、その利用は計画的な

ものでなければならない。  

② 入院の期間には初日及び最終日は含まないので、連続し
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て7泊の入院を行う場合の入院期間は、6日と計算される。  

（例）  

入院期間：3月1日～3月8日（8日間）  

3月1日 入院の開始･･･所定単位数を算定  

3月2日～3月7日（6日間）･･･1日につき246単位を算定可  

3月8日 入院の終了･･･所定単位数を算定  

③ 利用者の入院の期間中にそのまま退居した場合は、退居

した日の入院時の費用は算定できる。  

④ 利用者の入院の期間中で、かつ、入院時の費用の算定期

間中にあっては、当該利用者が使用していた居宅を他のサー

ビスに利用することなく空けておくことが原則であるが、当

該利用者の同意があれば、その居室を短期利用認知症対応型

共同生活介護等に活用することは可能である。ただし、この

場合に、入院時の費用は算定できない。  

⑤ 入院時の取扱い  

イ 入院時の費用の算定にあたって、1回の入院で月をまたが

る場合は、最大で連続13泊（12日分）まで入院時の費用の算

定が可能であること。  

（例） 月をまたがる入院の場合  

入院期間：1月25日～3月8日  

1月25日 入院･･･所定単位数を算定  

1月26日～1月31日（6日間）･･･1日につき246単位を算定可  

2月1日～2月6日（6日間）･･･1日につき246単位を算定可  

2月7日～3月7日･･･費用算定不可  

3月8日 退院･･･所定単位数を算定  

ロ 利用者の入院の期間中は、必要に応じて、入退院の手続

きや家族、当該医療機関等への連絡調整、情報提供などの業

務にあたること。  

【QA】  

○ 入院時の費用の算定について、３ヶ月入院した場合に、次のように、毎月６日を限度として加算を認めることは差し支えな

いか。  

(例)４月１日から６月30日まで３ヶ月入院した場合  

４月１日 （入院）  

４月２日～ ７日（一日につき246単位を算定）  

４月８日～ 30日  

５月１日～ ６日（一日につき246単位を算定）  

５月７日～ 31日  

６月１日～ ６日（一日につき246単位を算定）  

６月７日～ 29日  

６月30日 （退院） 

（答） 平成18年３月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号第２－６－（６）－⑤に示すように入
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院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに６日間

の費用が算定できるものではない。  

 

◎ 看取り介護加算 

【基準】  

厚生労働大臣が定める施設基準（※１）に適合しているもの

として市長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所

において、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者（※

２）については、看取り介護加算として、  

死亡日以前４日以上30日以下 144単位／日  

死亡日の前日及び前々日 680単位／日  

死亡日 1,280単位／日 を加算する。  

ただし、退居した日の翌日から死亡日までの間又は医療連携

体制加算を算定していない場合は、算定しない。  

※１ 【厚生労働大臣が定める施設基準】  

① 看取りに関する指針を定め、入居の際に、利用者又はそ

の家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得てい

ること。  

② 医師、看護職員（※）、介護職員、介護支援専門員その

他の職種の者による協議の上、当該指定認知症対応型共同生

活介護事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取

りに関する指針の見直しを行うこと。  

※看護職員…指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員又

は密接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院若しくは

診療所若しくは訪問看護ステーションの職員に限る。  

③ 看取りに関する職員研修を行っていること。  

※２ 【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者】  

① 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の

見込みがないと診断した者であること。  

② 利用者の介護に係る計画（※）について、医師等のうち

その内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画につい

て同意している者（その家族等が説明を受け、同意した上で

介護を受けている者を含む。）であること。  

※介護に係る計画…医師、看護職員、介護支援専門員その他

の職種の者が共同で作成した計画。  

③ 看取りに関する指針に基づき、利用者の状態又は家族の

求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等利

用者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受

け、同意をした上で介護を受けている者（その家族等が説明

を受け、同意した上で介護を受けている者を含む）であるこ

【解釈通知】  

① 看取り介護加算は、医師が、一般に認められている医学

的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者につい

て、その旨を利用者又はその家族等に対して説明し、その後

の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合にお

いて、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等が共同

して、随時、利用者等に対して十分な説明を行い、療養及び

介護に関する合意を得ながら、利用者がその人らしく生き、

その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼とし

て設けたものである。  

② 看護職員については、認知症対応型共同生活介護事業所

において利用者の看取り介護を行う場合、利用者の状態に応

じて随時の対応が必要であることから、密接な連携を確保で

きる範囲内の距離にある病院、診療所若しくは訪問看護ステ

ーションの職員に限るとしているところである。具体的に

は、自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の

近距離に所在するなど、実態として必要な連携をとることが

できることが必要である。  

③ 利用者に提供する看取り介護の質を常に向上させていく

ためにも、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改

善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）により、看取り介

護を実施する体制を構築するとともに、それを強化していく

ことが重要であり、具体的には、次の取組が求められる。  

イ 看取りに関する指針を定めることで事業所の看取りに対

する方針等を明らかにする（Plan）。  

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該利用者に係る医師

の診断を前提にして、介護に係る計画に基づいて、利用者が

その人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援

を行う。（Do）  

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施

した看取り介護の検証や、職員の精神的負担の把握及びそれ

に対する支援を行う。（Check）  

二 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制

について、適宜、適切な見直しを行う。（Action）  

なお、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看

取り介護に関する報告会並びに利用者等及び地域住民との意
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と。  見交換による地域への啓発活動を行うことが望ましい。  

④ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携に

より、利用者等に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう

努力することが不可欠である。  

具体的には、看取り介護を実施するに当たり、終末期にたど

る経過、事業所等において看取りに際して行いうる医療行為

の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、利用

者等の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要

である。加えて、説明の際には、利用者等の理解を助けるた

め、利用者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その

写しを提供すること。  

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として、

看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、看

取りに関する指針（※）が定められていることが必要。  

※指針に盛り込むべき項目は以下のとおり。  

イ 事業所の看取りに関する考え方  

ロ 終末期をたどる経過（時期、プロセスごと）とそれに応

じた介護の考え方  

ハ 事業所において看取りに際して行いうる医療行為の選択

肢  

二 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を

含む）  

ホ 利用者等への情報提供及び意思確認の方法  

へ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式  

ト 家族等への心理的支援に関する考え方  

チ その他看取り介護を受ける利用者に対して事業所の職員

が取るべき具体的な対応の方法  

⑥ 看取りに関する指針に盛り込むべき内容を、重度化した

場合の対応に係る指針に記載する場合は、その記載をもって

看取り加算に関する指針の作成に代えることができるものと

する。  

重度化した場合の対応に係る指針をもって看取りに関する指

針として取り扱う場合は、適宜見直しを行うこと。  

⑦ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護

記録等に記録するとともに、多職種連携を図るため、医師、

看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な情報共

有に努めること。  

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等につい

ての記録  

ロ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変
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化及びこれに対するケアについての記録  

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した利用者等の意

向と、それに基づくアセスメント及び対応についての記録  

⑧ 利用者等に対する随時の説明に係る同意については、口

頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を

記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要

である。  

また、利用者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族

の来訪が見込まれないような場合も、医師、看護職員、介護

職員等が利用者の状態等に応じて随時、利用者に対する看取

り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると

認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。  

※適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、

介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、

利用者の状態や家族と連絡を取ったにもかかわらず事業所へ

の来訪がなかった旨を記載しておくことが必要である。  

なお、家族が利用者の看取りについて共に考えることは極め

て重要であり、事業所は、連絡を取ったにも関わらず来訪が

なかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家

族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要であ

る。  

⑨ 看取り介護加算は、看取り介護を受けた利用者が死亡し

た場合に、死亡日を含めて30日を上限として認知症対応型共

同生活介護事業所において行った看取り介護を評価するもの

である。  

死亡前に自宅へ戻ったり、医療機関に入院したりした後、自

宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際に

は認知症対応型共同生活介護事業所において、看取り介護を

直接行っていない退居した日の翌日から死亡日までの間は、

算定することができない。  

※したがって、退居した日の翌日から死亡日までの期間が30

日以上あった場合には、看取り介護加算を算定することはで

きない。  

⑩ 認知症対応型共同生活介護事業所を退居等した月と死亡

した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護加算

は死亡月にまとめて算定することから、利用者側にとって

は、事業所に入居していない月についても自己負担を請求さ

れることになるため、利用者が退居等する際、退居等の翌月

に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負

担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて同意を得
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ておくことが必要である。  

⑪ 認知症対応型共同生活介護事業所は、退居等の後も、継

続して利用者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等

を行うことが必要であり、利用者の家族、入院先の医療機関

等との継続的な関わりの中で、利用者の死亡を確認すること

ができる。  

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、事業所が入院する

医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等

が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、退居等

の際、利用者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておく

ことが必要である。  

⑫ 利用者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該

入院又は外泊期間が死亡日以前30日の範囲内であれば、 

当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加

算の算定が可能である。  

⑬ 入院若しくは外泊又は退居の当日について看取り介護加

算を算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定する

かどうかによる。  

⑭ 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるようにするという認知症対応型共

同生活介護の事業の性質に鑑み、１月に２人以上が看取り介

護加算を算定することが常態化することは、望ましくない。  

 

◎ 初期加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

初期加算 30単位／日  

入居した日から起算して30日以内の期間については、初期加

算として、１日につき所定単位数を加算する。30日を超える

病院又は診療所への入院の後に指定認知症対応型共同生活介

護事業所に再び入居した場合も、同様とする。  

【解釈通知】  

① 初期加算は、当該利用者が過去３月間（ただし、日常生

活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去１

月間とする。）の間に、当該事業所に入居したことがない場

合に限り算定できることとする。  

② 短期利用認知症対応型共同生活介護を利用していた者が

日を空けることなく引き続き当該認知症対応型共同生活介護

事業所に入居した場合（短期利用認知症対応型共同生活介護

の利用を終了した翌日に当該認知症対応型共同生活介護に入

居した場合を含む。）については、初期加算は入居直前の短

期利用認知症対応型共同生活介護の利用日数を30日から控除

して得た日数に限り算定するものとする。  

③ 30日を超える病院又は診療所への入院後に再入居した場

合は、①にかかわらず、初期加算が算定される。  
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◎医療連携体制加算 

【基準】  

厚生労働大臣が定める施設基準（※1）に適合するものとし

て市町村長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所

において、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単

位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し

ない。  

（※1）厚生労働大臣が定める施設基準  

医療連携体制加算（Ⅰ） 39単位／日  

① 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として

又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連

携により、看護師を一名以上確保していること。  

⓶ 看護師により二十四時間連絡できる体制を確保している

こと。  

③ 重度化した場合の対応にかかる指針を定め、入居の際

に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明

し、同意を得ていること。  

 

医療連携体制加算（Ⅱ） 49単位／日  

① 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として

看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。  

② 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である

看護職員又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーショ

ンの看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確

保していること。ただし、①により配置している看護職員が

准看護師のみである場合には、病院、診療所若しくは指定訪

問看護ステーションの看護師により二十四時間連絡できる体

制を確保していること。  

③ 算定日が属する月の前十二月間において、次のいずれか

に該当する状態の利用者が一人以上であること。  

・ 喀痰吸引を実施している状態  

・ 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態  

④ 医療連携体制加算Ⅰの③に該当するものであること。  

 

医療連携体制加算（Ⅲ） 59単位／日  

① 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員として

看護師を常勤換算方法で一名以上配置していること。  

② 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の職員である

【解釈通知】  

➀ 医療連携体制加算は、環境の変化に影響を受けやすい認

知症高齢者が、可能な限り継続して認知症対応型共同生活介

護事業所で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行

ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれ

る等の体制を整備している事業所を評価するものである。  

② 医療連携体制加算（Ⅰ）の体制について、利用者の状態

の判断や、認知症対応型共同生活介護事業所の介護従業者に

対し医療面からの適切な指導、援助を行うことが必要である

ことから、看護師の確保を要することとしており、准看護師

では本加算は認められない。また、看護師の確保について

は、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合

は、当該認知症対応型共同生活介護事業所の職員と他の事業

所の職員を併任する職員として確保することも可能である。  

③ 医療連携体制加算（Ⅰ）をとっている事業所が行うべき

具体的なサービスとしては、  

・ 利用者に対する日常的な健康管理  

・ 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関

（主治医）との連絡・調整  

・ 看取りに関する指針の整備  

等を想定しており、これらの業務を行うために必要な勤務時

間を確保することが必要である。  

④ 医療連携体制加算（Ⅱ）の体制については、事業所の職

員として看護師又は准看護師を常勤換算方法により1名以上

配置することとしているが、当該看護職員が准看護師のみの

体制である場合には、病院、診療所又は訪問看護ステーショ

ンの看護師との連携を要することとしている。  

⑤ 医療連携体制加算（Ⅱ）又は医療連携体制加算（Ⅲ）を

算定する事業所においては、③のサービス提供に加えて、協

力医療機関等との連携を確保しつつ、医療ニーズを有する利

用者が、可能な限り認知症対応型共同生活介護事業所で療養

生活を継続できるように必要な支援を行うことが求められ

る。  

加算の算定に当たっては施設基準第34号ロの（3）に規定す

る利用者による利用実績（短期利用認知症対応型共同生活介

護を利用する者を含む。）があり、当該利用者が療養生活を

送るために必要な支援を行っていることを要件としている。  

・ 同号ロの（3）の（一）に規定する「喀痰吸引を実施して

いる状態」とは、認知症対応型共同生活介護の利用中に喀痰
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看護師又は病院、診療所若しくは指定訪問看護ステーション

の看護師との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保

していること。  

③ 医療連携体制加算Ⅰの③及びⅡの③に該当するものであ

ること。  

吸引を要する利用者に対して、実際に喀痰吸引を実施してい

る状態である。  

・ 同号ロの（3）の（二）に規定する「経鼻胃管や胃瘻等の

経腸栄養が行われている状態」とは、経口摂取が困難である

経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して経腸栄養を

行っている状態である。  

⑥ 算定要件である「重度化した場合における対応に係る指

針」に盛り込むべき項目としては、例えば、①急性期におけ

る医師や医療機関との連携体制、②入院期間中における認知

症対応型共同生活介護における居住費や食費の取扱い、③看

取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認

の方法等の看取りに関する指針、などが考えられる。  

また、医療連携体制加算算定時には、契約を結んだ上で訪問

看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増

悪時等においては、診療報酬の算定要件に合致すれば、医療

保険による訪問看護が利用可能であることについては、これ

までと変わらないものである。  

【QA】  

○ 新設された医療連携体制加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定要件である前十二月間における利用実績と算定期間の関係性如何。  

（答） 算定要件に該当する者の利用実績と算定の可否については以下のとおり。 

前年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

利用実績  ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○  

算定可否 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

当該年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

利用実績             

算定可否 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

 

◎ 退居時相談援助加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

退居時相談援助加算 400単位  

利用期間が１月を超える利用者が退居し、その居宅において

居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合におい

て、当該利用者の退居字に当該利用者及びその家族等に対し

て退居後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健

医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、か

つ、当該利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に当

該利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村（特別区を含

む。）及び老人介護支援センター又は地域包括支援センター

に対して、当該利用者の介護状況を示す文書を添えて当該利

用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情

【解釈通知】  

① 退居時相談援助の内容は、次のようなものであること。  

a 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援

助  

b 退居する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向

上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助  

c 家屋の改善に関する相談援助  

d 退居する者の介助方法に関する相談援助  

② 退居時相談援助加算は、次の場合は、算定できないもの

であること。  

a 退居して病院又は診療所へ入院する場合  

b 退居して他の介護保険施設への入院若しくは入所又は認知
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報を提供した場合に、利用者1人につき1回を限度として算定

する。  

症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設

入居者生活介護の利用を開始する場合  

c 死亡退居の場合  

③ 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当

者、介護職員等が協力して行うこと。  

④ 退居時相談援助は、退居者及びその家族のいずれにも行

うこと。  

⓹退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付及

び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。  

 

◎ 認知症専門ケア加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとし

て市長に届け出た指定認知症対応型共同生活介護事業所が、

厚生労働大臣が定める者（※２）に対し専門的な認知症ケア

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、所定単位数

を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日  

① 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を

来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介

護を必要とする認知症の者（以下「対象者」）の占める割合

が1/2以上であること。  

② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対

象者の数が20人未満である場合にあっては、１以上、当該対

象者の数が20人以上である場合にあっては、１に、当該対象

者の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて

得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施

していること。  

③ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意

事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催してい

ること。  

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位／日  

① 事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を

来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介

護を必要とする認知症の者（以下「対象者」）の占める割合

が２分の１であること。  

【解釈通知】  

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動

が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、

日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指

すものとする。  

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護

実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者

等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護

実践リーダー研修」を指すものとする。  

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知

症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護

実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知

症介護指導者研修」を指すものとする。  
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② 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対

象者の数が20人未満である場合にあっては、１以上、当該対

象者の数が20以上である場合にあっては、１に、当該対象者

の数が19を超えて10又はその端数を増すごとに１を加えて得

た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し

ていること。  

③ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意

事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催してい

ること。  

④ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者

を１名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施

していること。  

⑤ 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケ

アに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施

又は実施を予定していること。  

※２ 【厚生労働大臣が定める者】  

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められ

ることから介護を必要とする認知症の者  

 

◎ 生活機能向上連携加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

生活機能向上連携加算 200単位／月  

利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定

通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実

施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が指定認知症対応型共同生活事業所を訪問した

際、計画作成担当者が当該医師、理学療法士作業療法士又は

言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、

かつ、生活機能の向上を目的として認知症対応型共同生活介

護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該認知症対応型共同生

活介護計画に基づく指定認知症対応型共同生活介護を行った

ときは、初回の当該指定認知症対応型共同生活介護が行われ

た日の属する月以降３月の間、1月につき所定単位数を加算

する。  

解釈通知】  

① 「生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介

護計画」とは、利用者の日常生活において介助等を必要とす

る行為について、単に介護従業者が介助等を行うのみなら

ず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限

り自立して行うことができるよう、その有する能力及び改善

可能性に応じた具体的目標を定めた上で、介護従業者が提供

する介護の内容を定めたものでなければならない。  

② ①の介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテ

ーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっ

ては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心と

した半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限

る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以

下、「理学療法士等」という。）が認知症対応型共同生活介

護事業所を訪問した際に、当該利用者のＡＤＬ（寝返り、起

き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤ

Ｌ（調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等）に関する利

用者の状況につき、理学療法士等と計画作成担当者が共同し

て、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能
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アセスメント」という。）を行うものとする。  

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提携施

設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の

届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施

設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院である。  

③ ①の介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほ

か、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向

上に資する内容を記載しなければならない。  

イ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おう

とする行為の内容  

ロ 生活機能アセスメントの結果に基づき、イの内容につい

て定めた３月を目途とする達成目標  

ハ ロの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目

標  

二 ロ及びハの目標を達成するために介護従業者が行う介助

等の内容  

④ ③のロ及びハの達成目標については、利用者の意向も踏

まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観

視でき、当該利用者の意欲の向上につながるよう、例えば当

該目標に係る生活行為の回数や当該生活行為を行うために必

要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数と

いった数値を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標

を用いて設定すること。  

⑤ 本加算は②の評価に基づき、①の介護計画に基づき提供

された初回の介護の提供日が属する月を含む３月を限度とし

て算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しよう

とする場合は、再度②の評価に基づき介護計画を見直す必要

があること。  

⑥ 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度

合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告し、必要に応じ

て利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言

を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及び③

のロの達成目標を踏まえた適切な対応を行うこと。  

【QA】  

○ 生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若し

くは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業者等に支払うことになると考え

てよいか。  

（答） 貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。  

 

○ 生活機能向上連携加算は同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリ

ハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数200床未満のものに限る。）と連携する場合も算定でき
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るものと考えてよいか。  

（答） 貴見のとおりである。  

なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている200床未満の医療

提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士）の有効活用、

地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。  

 

◎ 口腔衛生管理体制加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

口腔衛生管理体制加算 30単位／月  

厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合する指定認知症対

応型共同生活介護事業所において、歯科医師又は歯科医師の

指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係

る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月

につき所定単位数を加算する。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

イ 事業所又は施設において歯科医師又は歯科医師の指示を

受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者、

入所者又は入院患者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が

作成されていること。  

ロ 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

【解釈通知】  

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該事業

所における利用者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケア

の手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴

うリスク管理、その他当該事業所において日常的な口腔ケア

の実施にあたり必要と思われる事項のうち、いずれかに係る

技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々の利用

者の口腔ケア計画をいうものではない。  

② 「利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、

以下の事項を記載すること。  

イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための

課題  

ロ 当該事業所における目標  

ハ 具体的方策  

ニ 留意事項  

ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況  

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあた

っての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限

る。）  

ト その他必要と思われる事項  

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導

料が算定されて日の属する月であっても口腔衛生管理体制加

算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的

助言及び指導又は利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計

画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪

問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行う

こと。  

 

○ 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り

扱えばよいのか。  

（答） 入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者について算定できる。  

 

○ 口腔衛生管理体制加算について「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科

訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異
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なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。  

（答） 貴見のとおりである。  

 

◎ 栄養スクリーニング加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

栄養スクリーニング加算 ５単位  

厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合する指定認知症対

応型共同生活介護事業所の従業者が、利用開始及び利用中６

月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者

の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合に

あっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）を当該

利用者を担当する計画作成担当者に提供した場合に、１回に

つき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者について、

当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定してい

る場合にあっては算定しない。  

※１ 【厚生労働大臣が定める基準】  

定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

【解釈通知】  

(介護予防)認知症対応型通所介護を準用する。  

 

◎ サービス提供体制強化加算（介護予防認知症対応型共同生活介護 共通） 

【基準】  

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 18単位  

① 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数

のうち、介護福祉士の占める割合が60/100以上であること。  

② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  

 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 12単位  

➀ 指定認知症対応型共同生活介護事業所の介護職員の総数

のうち、介護福祉士の占める割合が50/100以上であること。  

②定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６単位  

① 指定認知症対応型共同生活介護事業所の看護・介護職員

の総数のうち、常勤職員の占める割合が75/100以上であるこ

と。 ② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこ

と。  

 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６単位  

① 指定認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する

職員の総数のうち、勤続年数３年以上の者の占める割合が

30/100以上であること。  

【解釈通知】  

➀ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算

出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとする。

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業

を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出

日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出し

た平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始

し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能

となるものであること。  

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格

を取得している者とすること。  

② 前年度の実績が６月に満たない事業所については、届出

を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につ

き、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。  

なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の

割合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなけれ

ばならない。  

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数

をいうものとする。具体的には、平成21年４月における勤続

年数３年以上の者とは、平成21年３月31日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  
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② 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。  ④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務

年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、

病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供

する職員として勤務した年数を含めることができる。  

⑤ 同一の事業所において介護予防認知症対応型共同生活介

護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一

体的に行う。  

⑥ 認知症対応型共同生活介護従業者に係る常勤換算にあっ

ては、利用者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たっ

て必要な業務は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業

務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。  

⑦ 認知症対応型共同生活介護を利用者に直接提供する職員

とは、介護従業者として勤務を行う職員を指す。  

【全サービス共通QA】  

○ 各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律（平成３年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者につ

いて常勤の従業者が勤務すべき時間数を30 時間としているときは、当該対象者については30 時間勤務することで「常勤」と

して取り扱って良いか。  

（答）そのような取扱いで差し支えない。 

 

○ 育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員要件についてはどのように計算

すれば良いか。  

（答）常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務

すべき時間数（32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従

業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は

問題にはならない。  

 

○ 各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23 条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となる

のか。  

（答）労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、

「管理者」が労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。  

なお、労働基準法第41 条第2 号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件の決定その他労務管理について

経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職

場で「管理職」として取り扱われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を

講じなければならない。また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23 条第1 項の措置とは別に、同項の所定労

働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育ての両立を図る観点からは、むしろ望

ましいものである。 

  

○ 地域区分の変更については、システムへの対応は、一括で行われると思うが、各事業所から地域区分の変更のみの届出は不

要か。  

（答）平成２４年度介護報酬改定と同様、介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出
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が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可

能であれば届出は必要ない。  

 

【訪問系サービス関係共通QA】  

○ 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。  

（答）集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定すること。  

なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算

を充てることは出来ないものとする。  

 

【介護職員処遇改善加算（キャリアパス要件Ⅲについて）QA】  

○ キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。  

（答）キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することを要件としてい

るが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。一方、新設する介護職員処遇改善加算（以下「加算」

という。）の加算（Ⅰ）（以下「新加算（Ⅰ）」という。）の取得要件であるキャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又

は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。  

 

○ 昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載がある

が、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。  

（答）お見込みのとおりである。  

 

○ 昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。  

（答）昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。  

 

○ 資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者につい

ても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。  

（答）本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者も含

めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介護福祉士の資格を有する者が、介護支援専門員の資格を取得した

場合に、より高い基本給や手当が支給される仕組みなどが考えられる。  

 

○ キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象

となるか。  

（答）キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職

員が対象となり得るものである必要がある。  

また、介護職員であれば派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、介護職員処遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分

等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。新加算

（Ⅰ）の取得に当たっても本取扱いに変わりはないが、キャリアパス要件Ⅲについて、派遣労働者を加算の対象とする場合に

は、当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。  

 

○ キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。  

（答）「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。また、「介護福祉

士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組み」については、介護職員として職務に従事す
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ることを前提としつつ、介護福祉士の資格を有している者が、「介護支援専門員」や「社会福祉士」など、事業所が指定する

他の資格を取得した場合に昇給が図られる仕組みを想定している。  

また、必ずしも公的な資格である必要はなく、例えば、事業所等で独自の資格を設け、その取得に応じて昇給する仕組  

みを設ける場合も要件を満たし得る。ただし、その場合にも、当該資格を取得するための要件が明文化されているなど、  

客観的に明らかとなっていることを要する。 

 

○ 『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。ま

た、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。 

（答）昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期につい

ては、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。  

 

○ キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要

件は満たさないこととなるのか。  

（答）キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みに

よる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善の総額が加算の算定額を上回っていればよい。  

 

【 その他 】  

【総合事業に関する取扱いについて】  

○ 介護報酬によるものと総合事業によるものを一体的に提供している場合、計画書や実績報告書は各１枚で提出して差し支え

ないか。  

（答）差し支えない。  

 

○ 総合事業における介護職員処遇改善加算について、「地域支援事業の実施について」（平成18 年６月９日老発0609001 号

厚生労働省老健局長通知）別添１に定める介護職員処遇改善とは別に、市町村の判断により、介護予防訪問介護等の単価以下

となるよう留意の上で、事務職員等介護職員以外の職員を対象とする処遇改善加算を設けて良いか。  

（答）差し支えない。  

 

【サービス提供体制強化加算】  

○ サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、１年以上の運営実績が

ある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分を除く。）をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新た

に事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるとい

うことでいいのか。  

（答） 貴見のとおり。  

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割

合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要がある。  

 

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロは同時に取得することは可能か。不可である場合

は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が60％を下回って

いたことが判明した場合は、全額返還となるのか。  

（答）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イとサービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロを同時に取得することはできない。  

また、実地指導等によって、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たさないことが判明した場合、都道府  
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県知事等は、支給された加算の一部又は全部を返還させることが可能となっている。 

なお、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの算定要件を満たしていないが、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロの算定要件を

満たしている場合には、後者の加算を取得するための届出が可能であり、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イの返還等と併せ

て、後者の加算を取得するための届出を行うことが可能である。 


